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主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

私
立
学
校
関
係
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

人
事
委
員
会
規
則 

○ 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を 
 

 
 

 
 

改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

職
員
の
勤
務
時
間
□
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

企
業
局
管
理
規
程 

○ 

千
葉
県
企
業
局
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

病
院
局
管
理
規
程 

○ 

千
葉
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 
 

 
 

 

二 

規

則 

 

私
立
学
校
関
係
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 
谷 

 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
三
十
六
号 

 
 

 

私
立
学
校
関
係
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

私
立
学
校
関
係
法
施
行
細
則
□
昭
和
四
十
八
年
千
葉
県
規
則
第
十
五
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
□ 

 

第
十
七
条
第
二
項
中
□
第
九
条
□
を
□
第
九
条
第
一
項
□
に
□
□
十
人
□
を
□
十
一
人
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

人

事

委

員

会

規

則 

 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

 

小 

倉 
 

純 

夫 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号 

 
 

 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則 

 

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
□
昭
和
六
十
三
年
千

葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
三
条
第
一
項
中
□
宿
日
直
手
当
□
の
下
に
□
並
び
に
子
女
教
育
手
当
□
を
加
え
□
□
□
当
該
一
般
の

派
遣
職
員
が
派
遣
の
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
派
遣
先
の
機
関
の
所
在
す
る
国
に
所
在
す
る
大
使
館
に

勤
務
す
る
外
務
公
務
員
□
以
下
□
所
在
国
勤
務
の
外
務
公
務
員
□
と
い
う
□
□
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
在

外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
□
昭
和
二

十
七
年
法
律
第
九
十
三
号
□
以
下
□
外
務
公
務
員
給
与
法
□
と
い
う
□
□
の
規
定
に
よ
り
配
偶
者
手
当
が

支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
職
員
に
つ
い
て
は
□
配
偶
者
に
係
る
分
を
除
く
□
□
□
を
削
り
□
□
□
期
末
手

当
□
を
□
□
住
居
手
当
□
期
末
手
当
□
に
□
□
所
在
国
勤
務
の
外
務
公
務
員
で
□
を
□
派
遣
先
の
機
関
の

所
在
す
る
国
に
所
在
す
る
大
使
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
で
□
に
□
□
外
務
公
務
員
給
与
法
の
□
を

□
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
□
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
三
号
□
の
□
に
□
□
住
居
手
当
及
び
配
偶
者
手
当
□
を
□
在
外
住
居
手
当
□
同

行
配
偶
者
手
当
□
同
行
子
女
手
当
及
び
在
外
単
身
赴
任
手
当
□
に
改
め
□
同
条
第
四
項
中
□
為
替
相
場
□

の
下
に
□
□
当
該
前
日
に
外
国
為
替
市
場
が
開
か
れ
て
い
な
い
と
き
は
□
そ
の
直
前
の
外
国
為
替
市
場
が

開
か
れ
る
日
の
為
替
相
場
□
□
を
加
え
□
同
条
第
八
項
を
削
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

職
員
の
勤
務
時
間
□
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

 

小 

倉 
 

純 

夫 
 

 

千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
□
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
勤
務
時
間
□
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
□
平
成
七
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
□
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
一
条
の
四
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 
一 

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
□
次
に
掲
げ
る
者
を
含
む
□
□
の
あ
る
職
員
が
当
該
子

を
養
育
す
る
場
合 

 
 

イ 
勤
務
時
間
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
□
以
下
□
特

別
養
子
縁
組
の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
等
□
と
い
う
□
□ 

 
 

ロ 

配
偶
者
□
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
□
以
下
同

じ
□
□
の
子
□
以
下
□
配
偶
者
の
子
ど
も
□
と
い
う
□
□ 

 
 

ハ 

児
童
福
祉
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
□
第
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
養
育

里
親
又
は
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
職
員
に
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

5 

月

29

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第４０号 令和 8 年 5 月 29 日 (金曜日) 

よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
□
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
等
を
除
く
□
以
下
□
養

育
里
親
等
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
□
と
い
う
□
□ 

 
第
四
条
の
三
第
一
項
中
□
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
□
□
を
削
り
□
同
条
第
七
項
第
一
号

中
□
子
□
の
下
に
□
□
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
等
を
含
む
□
第
十
条
第
一
項
第
三
号
を

除
き
□
以
下
同
じ
□
□
□
を
加
え
る
□ 

 

第
九
条
第
二
号
中
□
参
考
人
□
の
下
に
□
□
被
害
者
参
加
人
□
を
加
え
□
同
条
第
十
四
号
□
第
十
五
号

及
び
第
十
八
号
中
□
配
偶
者
の
子
□
を
□
配
偶
者
の
子
ど
も
及
び
養
育
里
親
等
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児

童
□
に
改
め
る
□ 

 

第
三
十
五
条
第
一
項
第
四
号
中
□
配
偶
者
の
子
□
を
□
配
偶
者
の
子
ど
も
及
び
養
育
里
親
等
に
委
託
さ

れ
て
い
る
児
童
□
に
改
め
る
□ 

 

別
表
第
三
中
□
配
偶
者
の
子
を
□
を
□
配
偶
者
の
子
ど
も
を
□
に
□
□
又
は
配
偶
者
の
子
□
を
□
□
配

偶
者
の
子
ど
も
又
は
養
育
里
親
等
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

企

業

局

管

理

規

程 

 

千
葉
県
企
業
局
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
長 

 

横 

山 
 

尚 

典 
 

 

千
葉
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
五
号 

 
 

 

千
葉
県
企
業
局
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
企
業
局
就
業
規
則
□
昭
和
二
十
八
年
千
葉
県
水
道
局
企
業
管
理
規
程
第
一
号
□
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
十
条
の
三
第
一
項
中
□
含
む
□
□
の
下
に
□
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
イ
並
び
に
□
を
加
え
る
□ 

 

第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 

一 

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
□
次
に
掲
げ
る
者
を
含
む
□
□
の
あ
る
職
員
が
当
該
子

を
養
育
す
る
場
合 

 
 

イ 

配
偶
者
□
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
□
第
十
五
条

の
二
□
第
二
十
五
条
の
三
及
び
第
二
十
六
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
子 

 
 

ロ 

児
童
福
祉
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
□
第
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
養
育

里
親
又
は
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
職
員
に
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
□
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
児
童
を
除
く
□
□ 

 

第
三
十
八
条
第
二
項
中
□
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
□
□
を
削
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
□
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

 

病

院

局

管

理

規

程 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

 
 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
号 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
□
平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
七
号
□
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
六
条
第
十
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 

一 

中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
□
次
に
掲
げ
る
者
を
含
む
□
□
の
あ
る
職
員
が
当
該
子

を
養
育
す
る
場
合 

 
 

イ 

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
□
平
成
十
六
年
千
葉
県
条

例
第
三
号
□
第
二
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
□
以
下
□
特
別
養

子
縁
組
の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
等
□
と
い
う
□
□ 

 
 

ロ 

配
偶
者
□
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
□
□
の
子 

 
 

ハ 

児
童
福
祉
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
□
第
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
養
育

里
親
又
は
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
職
員
に
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
□
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
等
を
除
く
□
□ 

 

第
七
条
第
一
項
中
□
子
□
の
下
に
□
□
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
等
を
含
む
□
以
下
同

じ
□
□
□
を
加
え
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
□
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す

る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
病
院
局
長 

 

山 

崎 
 

晋
一
朗 

千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
一
号 

 
 

 
千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

千
葉
県
病
院
局
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
□
平
成
十
六
年
千
葉
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
十

号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
十
七
条
第
五
項
第
一
号
中
□
救
急
搬
送
調
整
手
当
□
の
下
に
□
□
救
急
診
療
手
当
□
を
加
え
る
□ 

 

別
表
第
二
十
四
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

  



  

三 

令和 8 年 5 月 29 日 (金曜日) 千 葉 県 報 号外第４０号 
  

 

     
 

 

附 

則 

 

こ
の
管
理
規
程
は
□
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

                            

                                    

㈧ 

救
急
診

療
手
当 

病
院
に
勤
務
す
る
医
師
で
あ
る

職
員
が
救
急
医
療
を
要
す
る
患

者
に
対
処
す
る
た
め
に
局
長
が

別
に
定
め
る
手
術
等
に
従
事
し

た
と
き
□ 

そ
の
業
務
一
回
に

つ
き
一
□
五
〇
〇

円
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
局
長
が
定

め
る
額 
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購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
二
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


